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気象警報発令にともなう対応について 
 

気象警報発令にともなう対応について、次のとおり定めましたのでお知らせします。 

今後とも生徒の安全確保のため、御協力をよろしくお願いします。 

【お願い】 

① 警報が解除されても、気象・交通機関などの状況により、登校が困難な場合や通学途中で危険

な状況がある場合は、電話等で学校に速やかに連絡し、無理な登校をさせないでください。 

② 長期休業中の授業日・部活動についても同じ対応とします。ただし、警報解除後の部活動の有

無については、風雨などがおさまっても活動できない場合もあるので、顧問の指示に従ってく

ださい。※部活動からの連絡も「市民ポータルサイト」を使用します。 

③ お知らせのメール配信受け取りのため、｢市民ポータルサイト｣への登録をお願いします。 

 

【警報が発令された時】 

登 

校 

１ 午前６時の時点において、 

① 警報が発令されている場合。 

 自宅待機とします。 

 ・午前６時の時点において、東広島市に『特別警報』『大雨警報』『洪水警報』及び 

『暴風警報』のうち１つでも発令されている場合。 

 ・学校から自宅待機の連絡は行いませんので、最新の気象情報をよく確認してください。 

 ※上記以外の警報発令（大雪・暴風雪・波浪・高潮）の場合は、状況により学校長が 

判断します。 

 

２ 午前７時の時点において、 

 ① 警報が解除されている場合。 

 原則として繰り下げ登校とします。 

 ・午前７時の時点において、警報が解除されていても、気象情報等から判断して、臨時

休業とすることがあります。 

 ・その場合は、メールや電話でお知らせします。 

 

② 警報が発令中の場合。 

 原則として臨時休業とします。 

下 

校 
３ 午後３時の時点において、 

 ① 警報が発令中の場合。 

 原則として学校待機とします。 

 

② 通学路の安全が確保された場合。 

 下校時刻等を保護者にメール・電話で周知し、下校とします。 

各 家 庭 で 見 え や す い と こ ろ に 掲 示 し て く だ さ い 。 


